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研究成果の概要（和文）：1)20 世紀に外延的に同値された神学的－哲学的概念としての「尊厳」

と政治的概念としての｢権利｣は内包的に同一ではないということ。また、「価値」は比較考量可

能であるのに対し、｢尊厳｣は比較考量不可であるということ。2) 倫理的に中立であるとされた

iPS 細胞研究も結局は共犯可能性を逃れ得ないこと、学際的学問としてのバイオエシックスは、

生命技術を押し進める装置でしかなかったということ。3)20 世紀末に登場した「身体の倫理」

と「生－資本主義」の精神の間には何らかの選択的親和関係があるということ。 
研究成果の概要（英文）：A summary of the conclusions on this research is the followings:First, 
the philosophical-theological concept of “Human dignity” is not connotatively identical with the 
political concept of “Rights” although these two concepts had been seen as denotatively equivalent in 
the middle of the 20centry. In addition, unlike “Value,” “Human dignity” cannot be weighed against any 
other. Secondarily, it is unavoidable for induced pluripotent stem cell (iPS) research, which has been 
said to overcome moral issues, to become a complicity in the moral issue after all. Moreover, bioethics 
as interdisciplinary study was just an apparatus for forging ahead with biotechnology. Third, there is a 
selective affinity in some way between contemporary “somatic ethics” and the spirit of “bio-capitalism”, 
both of which came out at the end of the 20centry. 
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１．研究開始当初の背景 
生命・環境倫理の諸問題を考える際に、研

究者たちが必ず使用する基礎的概念が幾つ

かある。尊厳・価値・権利がそうである。そ

して、尊厳を持つことは権利を持つことと同

値のことであると考えられ、胚・未来世代・

動物は、尊厳を持つのか、どうかが論争の対

象になっている。 

２．研究の目的 
そこで、これらの概念がはたして、生命・環
境倫理上の問題を読み解く上で、権能を持つ
か否かを、思想史的・規範的に究明すること
を通じて、批判しようとするのが本研究の目
的である。カントの純粋理性批判、デュルタ
イの歴史的理性批判になぞらえて言うなら
ば、生命・環境倫理における倫理的言語批判
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を行おうとするのである。 
 
３．研究の方法 

我々17 人の研究者は、他の日本国内の生
命・環境倫理に関する研究者及び諸外国の研
究者とも交流を持ちつつ、上記のテーマにつ
き、おおよその観点を定めて、「尊厳」・「価
値」・「権利」概念の思想史的・規範的基礎づ
けを行うとともに、さらにその相互の関係を
解明した。その成果を年に 2 回、７月と 12
月に研究会を開催し、討議した。並びに、１
回海外から研究者を招聘し、海外の生命・環
境倫理の研究の成果を批判的に検討した。ま
た、各年度末には、研究結果を含めた生命倫
理研究資料集を刊行した。 

 
４．研究成果 
(1)人間の尊厳の思想は、西洋法文化の宝石、

人類の発展の成果として現代に開花した華

と、賛美されている。哲学的-神学的には、

キケロ、トーマス・アクイナス、ピコ・デラ・

ミランドラ、あるいはカントなどが、この概

念の形成に貢献した。そこにおいて人間の尊

厳概念はいわば哲学的芸術作品である。特に

カントにおいて人間の尊厳の哲学的役割が

変化した。他者をも尊敬の念を持って取り扱

う義務となった。19 世紀の中頃に、ラサール

などにより、この概念は政治的場面に移され、

形容詞の形で、「人間の尊厳に値する生」を

要請するものとして労働運動の概念になっ

た。1945 年 4月にサンフランシスコの国際会

議ではじめて人間の尊厳概念が、人間の権利

概念と共に、西側の大国に対して小国家や中

国家の解放を目指す闘争概念として、国際協

定ではじめて承認された。同年締結した国連

憲章では、「人間という種の全構成員に固有

のものである尊厳」について語られている。

そして署名国は「基本的人権、尊厳、人間の

人格の価値の存在を信じること」と公言して

いる。哲学的-神学的人間の尊厳概念が、人

間の権利と結びつけられてはじめて世界中

の政治的・法哲学史的原動力となったのであ

る。その後、世界各国の憲法だけでなく、ユ

ネスコの「ヒトゲノム宣言」、「生命倫理宣言」

を初め、各種ガイドライン等で、この概念が

謳われるようになった。この政治的概念とし

ての人間の尊厳は、人間の尊厳には程度、段

階性がなく、格付けは許されないということ、

したがってすべての尊厳の担い手は同じ比

較衡量不可能な保護を請求する権利がある

ということである。 

人間は尊厳を持つのだろうか。これに対し

ては、「解釈無用テーゼ」と「基礎づけのド

グマ」とがあげられる。前者は、数学の公理

と同様に､人間の尊厳は基礎づけることがで

きないし、基礎づける必要がないとするもの

である。後者は人間の尊厳を基礎付けに立ち

戻ってその内容を突きとめようとする見方

で、これには、「天賦論」と「能力論」の二

つがある。「天賦論」は、神が人間に贈与し

たもの、あるいは自然権と同様に、人間がこ

の世に持参金としてもってきたものとする

ものである。人間の能力ゆえに尊厳があると

する「能力論」の代表が、尊厳を持つものは、

生物学的・種的な意味での人間と規範的・道

徳的意味での「パーソン(人格)」を区別する

パーソン論である。 

哲学的神学的概念としての尊厳概念が政

治的概念としての権利概念と結びついたこ

とにより、権利を侵害されることが尊厳を穢

されることとして捉えられた。しかし、尊厳

を持つことは、権利を持つことと同一だろう

か。たしかに、空虚な尊厳の概念を権利から

光あてる見方もあるが、尊厳と権利とは由来

も内容も異なるとする見方もある。なぜなら、

人間の尊厳はすべての基本権の基礎と源泉

である故に、人間の尊厳自体は権利ではない

し、また尊厳は比較衡量不可能であるのに対

し、権利とは絶対的ではなく、他の権利と義

務に対して相対的だからである。「人間の尊

厳とともに価値が設定され、その保護のため

に権利が必要とされる」。だから、「尊厳を持

つこと」と「権利をもつこと」は、「同じ長

さの辺を持つ三角形」と「同じ角度を持つ三

角形」と同様に、外延的には等価だとしても、

同一であるとはいえない。人間の尊厳は人間

の権利の存在根拠であり、人間の権利は人間

の尊厳の認識根拠というア・シンメトリーな

関係ということなのである。また尊厳と価値

は異なる。尊厳を価値としてとらえることは

尊厳を穢すことだからである。なぜなら「何

かを価値として評価することによって、その

価値づけられたものは、ただ、人間のなす価

値評価のための対象としてのみ、許容される

ことに他ならない」からである。 

現在のドイツの議論を考察すると、胚研究

と人間の尊厳は両立可能とする「両立可能テ

ーゼ」と、胚研究と人間の尊厳は両立不可能

とする「両立不可能テーゼ」がある。「両立

不可能テーゼ」には、「種の議論」「同一性

議論」「潜在議論」「安全主義」がある。「両

立可能テーゼ」には、「胚は人間ではない。

胚は人間へと成熟する」とする外延的戦略

(これには内在特性（パーソン論）に立脚す

るものと、尊厳の強弱に立脚するものがあ

る)と、「胚は人間であり、尊厳を持つとし



 

 

ても、尊厳と生の質の評価は両立可能」とす

る「内包的戦略」とがある。前者の考えでは、

胚は尊厳を持たないゆえに、着床前診断も胚

研究も許容ということになるが、後者では、

相互主観的－理性的基準で方向づけられた

生の質の査定は尊厳と両立可能であり、着床

前診断や胚研究、そして非自発的安楽死も許

容可能であるというものである。 

 

(2)胚を破壊しないことを出発点におき、

gender-neutral で、ethics –free とされた

iPS 細胞研究は、それ自体において内在的な

倫理的問題をもつだけでなくて、反作用とし

て胚の滅失を伴う ES 細胞研究を相乗的に高

めるという結果を伴っていた。そこで、iPS

細胞研究の共犯可能性を、実質的か、許容可

能か、非難に値するかという観点で問うた。 

伝統的道徳的共犯理論は、時間における完

全な隔たりはそれ自体において道徳的責任

を和らげないということを認めている。道徳

的に共犯かどうかは、人が悪をなす事に参加

するという道徳的に重要な特徴、(1)首謀者

の行為の道徳的評価、(2)協同する行為者の

心の状態、(3)協同の予見できる結果に依存

している。胚性幹細胞研究は、幹細胞を取り

出すために、人である胚を破壊する。したが

って胚性幹細胞研究の首謀者は重い道徳的

責任を負う。 

形式上の共犯性は、首謀者がなす悪を言葉

や行為において是認する人誰にでも帰せら

れる。実質上の共犯性は、他の人や行為者が

さらに悪をなす事を奨励する仕方で、故意で

はないが､予見できる仕方で、行為する人に

帰せられる。形式上の共犯性は、明示的か、

暗示的かのどちらかである。行為者と同じ意

図で行為する人は明示的である。その悪が過

去に終わった行為である場合、そのプロジェ

クトに参加することはできない。だからたと

えば中国人の犠牲で建設された鉄道を現在

利用する人は、この悪に明示的に形式的に共

犯であるとはいえない。しかしそれにもかか

わらず、もしそのことがその実践の是認の表

現と理性的に見られうるならば、暗示的に形

式的共犯であるといえる。 

道徳的に悪であると考えられる意図を共

有しないし、実践を支持しないかもしれない

が、その人の行為が悪をなす事を、財政的援

助､情報提供などの助力や奨励することで実

質的に支持するならば、実質上の共犯である。

実質的共犯は責められる場合と責められな

い場合がある。責められない場合は、協力者

の道徳的に善、あるいは中立の行為が他の人

の悪の行為と因果的に結びつかない場合で

ある。実質的共犯が、責められるのは、参加

者の行為が予見可能な道徳的悪の直接的原

因である場合か、協力者が間接的だけれども､

予見可能で寄与する原因である場合である。

直接的とは、協力する人と悪を為す人との間

に因果的導出がある場合で、悪い結果が生じ

たか否かに関わりなく､他人が悪を為すこと

へ誘導する人に帰せられる。 

それでは iPS 細胞研究は？ iPS 細胞につ

いては、いかに、なぜそれが作用するのかを

誰も正確に知らない。まして、再プログラム

された体細胞が機能的に胚性幹細胞に等し

いのかどうか誰も知らない。これはある部分、

胚性幹細胞の働きについて知らないことに

由来する。しかも、iPS 細胞は､細胞の再生治

療や薬の発展のための万能幹細胞のための

代用物であるけれども、幹細胞研究のための

万能細胞の源のための代用物ではない。誘導

された万能性とは、ある観点で、自然におけ

る万能細胞を模倣する人工的万能細胞であ

る。だからヒト iPS 細胞研究はヒト ES 細胞

研究と共に進まなければならないのである。

結局以下のようになる。iPS 細胞を有効にす

る研究を支持する人には明示的に形式上の

共犯性が付随する。なぜなら彼は知りながら

意図的に胚が殺されることを奨めるからで

ある。直接的実質的共犯性は、胚性幹細胞研

究について不安を持っていたであろう人々

をこの議論が奨励して比較上の全能性研究

に協力させる程度に付随する。ヒト胚性幹細

胞研究を認めなかった機関が iPS細胞研究を

支援するように促されるかぎり間接的実質

的共犯性がある。 

しかし、それでは胚を破壊する研究は倫理

的に許容し得ないとして、幹細胞研究をしな

いということは、与益する義務を持っている

人の予防できる死亡率や罹患率で形式的に

共犯であることを表現するだろう。iPS 細胞

研究を共犯理論で選択する人は、明示的な形

式的共犯はのがれうる。しかし暗示的形式的

共犯には関与しているだろう。そのような政

策は､研究が進められた場合と進められなか

った場合の間のグループに重要な損害を与

えることは予見可能だからである。同じ理由

で実質上の共犯も付随するだろう。 

そしてそこからさらにさかのぼって見え

てくるのは、患者・被験者を守るはずの「バ

イオエシックス(生命倫理)が、手順を整え、

細かく規則化し、倫理的透明性を高めること

によって、批判から研究者を守るのに奉仕す

る」というバイオポリティックスなのである。 
 
(3)文部科学省及び厚生労働省は、生殖補



 

 

助医療研究目的で行うヒト受精胚の作成・利

用に関し、「ヒト受精胚の作成を行う生殖補

助医療研究に関する倫理指針」を制定し、平

成 23 年 4月 1日に施行した。研究材料とし

てヒト受精胚を作成することは原則として

禁止した上での、｢生殖補助医療の向上に資

する研究のみ｣許容するという例外規定であ

る。この規定の作成の背後に何を我々はみる

のか。それは「生権力」「生政治」「身体の

倫理」である。そのことを「M. Weber がプ

ロテスタントの倫理と初期の資本主義の精

神の間に選択的親和関係を見つけたように、

現代の身体の倫理と生資本主義の精神の間

に選択的親和力がある」とする Nikolas Rose

の著書『The Politics of Life Itself』

（Princeton U.P., 2007）を基に考察した。

それはフーコーやアガンベンが指摘してい

たこと、「政治的技術（国家が個人の自然的

な生への配慮を引き受けて国家のうちへと

統合する）と主体化（個人が自分を自分の同

一性と意識に結びつけ、また自分を外的な制

御の権力に結びつける）」のことである。こ

のように、｢身体の倫理｣とは、資本主義が必

要とする「従順な身体」を一連の適切な技術

群を用いていわば創造する、新たな生権力に

よって遂行される規律的制御のことである。

しかも統御する生物学は 19 世紀の深さの生

物学ではなく、オープンサーキットの「水平」

のフィールドで作用する生物学なのであり、

形而上学なき生物学である。結果として、健

康は、自己や他人にとって、生きた身体の生

命力やその潜在性を最大にすることの命法

として理解され、現代の倫理レジームの鍵要

素になり、医療、生命科学、薬剤、そして代

替医療を、みずからの生命力を最高に増大さ

せるために、積極的に選び、使用する消費者

を誕生させたのである。逆に、生物学的リス

クの確認は、病人、あるいは潜在的病人を、

強制的治療、抑制、排除のサーキットへとス

イッチを切り替え、卵子、精子、胎児の場合

には潜在的な生の軌道から非生の王国の中

へ不可逆的に転換させた。この身体の倫理と

生資本の精神の繋がりを日本の指針作成の

背後に検証した。（本内容は、実存思想協会

第 27 回大会・講演会（6月 25 日（土）東洋

大学）において、 テーマ「生命技術と身体」 

のもとに、「生殖細胞研究――身体の倫理と

生資本主義の精神」として発表予定。） 
 
④以下の資料集を各年度末に公刊した。 
生命倫理研究資料集Ⅲ-Ⅰ，Ⅱ（2009,401 頁） 
生命倫理研究資料集Ⅳ（2010, 362 頁） 
生命倫理研究資料集Ⅴ（2011, 206 頁） 
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